
新庁舎建設に関する決議 

 

 本庁舎の整備については、非常に有利な合併特例債を財源として活用できることや、

市役所の防災機能の強化等のため、佐渡市議会は特別委員会を設置して長年にわたり議

論を重ねてきた。 

 執行部は議会と同じ方向性に立って計画を進めてきたが、市長の交代により突如とし

て整備計画が停滞している。 

 本庁舎については、行政の効率化のため、分散している機能を統合する観点から、現

在の本庁舎を活かしながら新庁舎の建設をすべきである。 

 よって、佐渡市議会は、執行部に対し、下記の項目について真摯に取組むよう強く求

める。 

記 

 従来の佐渡市新庁舎建設・整備基本計画のとおり、合併特例債を活用した新庁舎建設

を実施すること。 

  

 以上、決議する。 

 

平成 28年９月 27日 

 

新潟県佐渡市議会   


